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交際費等（飲食費）に関するQ＆A 

BT

A1―1: 法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、次の

ような改正が行われ、法人の平成18年4月1日以後開始する事業年度

分又は連結事業年度分の法人税について適用することとされました（改

正法13、改正法附則102）。

1）交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費（社内飲食

費＊を除きます。以下同じ。）」が一定の要件の下で除外されました。

＊「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対す

る接待等のために支出する飲食費をいいます。以下同じ。

2）資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者に対して

講じられていた定額控除限度額（年400万円）までの金額の損金算入

割合を交際費等の額の90%相当額とする措置の適用期間が、平成

18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度又は連

結事業年度まで延長されました。 

Q1―2: [書類の保存要件]
交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する場

合の一定の要件とは、どのようなものなのでしょうか。

 

A1―2: 交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を

除外する要件としては、飲食その他これに類する行為（以下「飲食等」

といいます。）のために要する費用について次に掲げる事項を記載した

書類を保存していることが必要とされます（措法61の4 4 ・68の66 4 、

措規21の18の2 ・ 22の61の2 ）。 

イ. その飲食等のあった年月日 

ロ.その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者

等の氏名又は名称及びその関係 

ハ. その飲食等に参加した者の数 

ニ.その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所

在地＊ 

ホ. その他参考となるべき事項

平成18年4月1日以降開始する事業年度から、一人当たり5,000円以

下の交際費に係る飲食費を税務上の費用（損金）とすることができるよ

うになりました。ただし、何でも損金とすることができるわけではなく、

一定の条件が必要です。また、飲食費とされる範囲の把握も当該改正

を最大限活用するには重要となります。

平成18年4月1日以降開始する事業年度というのは平成18年4月1日

以降に設立されたお客様と、今年平成18年4月1日以降に新年度が始

まったお客様が対象となります。例えば、昨年会社を設立し、平成18年

4月1日以降が決算日のお客様は、二期目から始めて適用開始となります。

以下、国税庁が5月に発表した交際費に係る飲食費のQ&Aを掲載し

ましたので、ご参考ください。

国税庁 

平成18年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する等の法

律（平成18年法律第10号。以下「改正法」といいます。）により法人の交際費

課税に関する規定（措法61の4・68の66）が改正され、平成18年4月1日

以後開始する事業年度等から適用されることになりました。 

このQ&Aは、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主

だったご質問に対する回答をとりまとめたものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年5月

  1. 法人の交際費課税の改正

Q1―1: [改正の概要]
平成18年度の税制改正により、法人の支出する交際費等の損金不算

入制度が改正されたそうですが、その改正の概要はどのようなものな

のでしょうか。

お客様ごとの個別ケースについては、定期面談時に詳しくご説明致します。

ブルドッグウォータ オフィス移転のお知らせ
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ればよいのでしょうか。

 

A2―3: 飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円

以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれること

とはされません（ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除

かれる場合があります）。 

この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が

1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加す

る必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありませんが、

得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、

社内飲食費に該当することがあります。 

Q2―4: [専ら従業員等のための飲食費2]
今般の改正の対象となる飲食費には「専ら当該法人の役員若しくは

従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」を含

まないこととされていますが、接待する相手方は親会社の役員等でも

よいのでしょうか。

 

A2―4: 今般の改正の対象となる飲食費から社内飲食費が除かれる

ことの意味するところは、接待に際しての飲食等の相手方が社外の者

である場合の飲食費が対象となるということです。したがって、資本関

係が100%である親会社の役員等であっても、連結納税の適用を受け

ている各連結法人の役員等であっても、相手方としては社外の者とな

ることから、その者との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当する

ことはありません。 

また、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費

を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負

担分の飲食費相当額を支出した場合についても、互いに接待し合っ

ているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当すること

はありません。

 

Q2―5: [ゴルフ等に際しての飲食費]
ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費については、どのように取り扱

われるのでしょうか。 

A2―5: ゴルフ・観劇・旅行（国内・海外）等の催事に際しての飲食等に

ついては、通常、それらの催事を実施することを主たる目的とする一連

の行為の一つとして実施されるものであり、飲食等は主たる目的であ

る催事と不可分かつ一体的なものとして一連の行為に吸収される行

為と考えられます。 

したがって、飲食等がそれら一連の行為とは別に単独で行われている

と認められる場合（例えば、企画した旅行の行程のすべてが終了して解散し

た後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など）を除き、それら

一連の行為のために要する費用の全額が、原則として、交際費等に該

当するものとされます。

 

  3. 1人当たり5,000円以下の飲食費の判定

 

Q3―1: [1人当たりの金額計算]

＊店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない

場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は

本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。

　

  2. 交際費等の範囲から除かれる飲食等の行為 

Q2―1: [飲食その他これに類する行為]
交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は「飲食その他これ

に類する行為のために要する費用」と定義されていますが、この場合

の「これに類する行為」のために要する費用とはどのようなものが対象

となるのでしょうか。

 

A2―1: 「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、

通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」

以外にも、例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁

当の差入れを行うための「弁当代」などが対象となります。この場合の

対象となる弁当は、得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食

されることが想定されるものを前提としています。 

なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・

歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含ま

れないと考えられ、その贈答のために要する費用は、原則として、交際

費等に該当することになります。 

ただし、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物

の持ち帰りに要する「お土産代」をその飲食店等に支払う場合には、

相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲

食に類する行為に該当するものとして、飲食等のために要する費用と

することができます。

 

Q2―2: [飲食等のために要する費用]
「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金

額」には、得意先等を飲食店等へ送迎するための費用や飲食店等に

支払うサービス料等の付随費用がどの程度含まれることになるので

しょうか。

 

A2―2: 飲食等のために要する費用としては、通常、飲食等という行為

をするために必要である費用が考えられることから、例えば、飲食等の

ためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直

接支払うものが対象となります。 

一方、得意先等との飲食等を行う飲食店等へ送迎するために送迎費

を負担した場合は、本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送

迎という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲

食等のために飲食店等に対して直接支払うものでもありませんので、

その送迎費自体は交際費等に該当することになります。 

なお、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たりの費用の額

の算定に当たっても飲食費に加算する必要はありません。

 

Q2―3: [専ら従業員等のための飲食費1]
今般の改正の対象となる飲食費には「社内飲食費」を含まないことと

されていますが、接待する相手方である得意先等が1人でも参加してい
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A3―4: 飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかは、その飲

食費を支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方

式に応じ、その適用方式により算定した金額により判定します。 

したがって、その「飲食等のために要する費用として支出する金額」に

係る消費税等の額については、税込経理方式を適用している場合に

は当該支出する金額に含まれ、税抜経理方式を適用している場合に

は当該支出する金額に含まれないこととなります。 

Q3―5: [会議費等との関係]
会議に際して、1人当たり5,000円超の飲食費が生じた場合は、交際

費等に該当するものとして取り扱われるのでしょうか。 

A3―5: 今般の改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費（社内

飲食費を除きます）のうち1人当たり5,000円以下のものを、一定の要

件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。 

したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等

（会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために

通常要する費用など）については、1人当たり5,000円超のものであっ

ても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りに

おいて、交際費等に該当しないものとされます。

 

  4. 保存書類への記載事項 

Q4―1: [保存書類への記載事項]

1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する要件として一定の書類

の保存要件があり、得意先等の氏名又は名称及びその関係が記載

すべき事項としてありますが、当社の役員等の氏名等も記載する必要

があるのでしょうか。

 

A4―1: 交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除

外する要件として、飲食等のために要する費用について「その飲食等

に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は

名称及びその関係」という事項を記載する必要があります。 

これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、飲食

等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を、「○○会社・

○○部、○○○○（氏名）、卸売先」というようにして記載する必要があ

ります（なお、氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかで

ないときには、記載を省略して差し支えありません）。 

したがって、通常の経理処理等に当たって把握していると思われる自

己の役員や従業員等の氏名等までも記載を求めているものではあり

ません。 

Q4―2: [保存書類への記載事項]
一定の書類の保存要件としての記載事項として、注意すべき点はど

のようなものがありますか。 

A4―2: 記載に当たっては、原則として、相手方の名称や氏名のすべ

てが必要となりますが、相手方の氏名について、その一部が不明の場

合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにお

交際費等の範囲から除かれることとなった1人当たり5,000円以下の

飲食費であるかどうかの判定はどのように行うのでしょうか。

 A3―1: 交際費等の範囲から除かれる飲食費は、次の算式で計算し

た1人当たり5,000円以下の費用が対象となります（措令37の5 1 ・39

の94 1 ）。したがって、個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれど

の程度の飲食等を実際に行ったかどうかにかかわらず、単純に当該飲

食等に参加した人数で除して計算した金額で判定することになります。 

◎算式

Q3―2: [交際費等とされない飲食費の額]

1人当たりの飲食費が5,000円を超えた場合であっても、5,000円以

下の飲食費の部分は交際費等の額から控除することができるのでしょ

うか。

 

A3―2: 交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人当たりの金額が

5,000円以下の費用それ自体が対象となることから（Q3―1参照）、1人

当たりの金額が5,000円を超える費用については、その費用のうちそ

の超える部分だけが交際費等に該当するものではなく、その費用の

すべてが交際費等に該当することになります。 

すなわち、1人当たりの飲食費のうち5,000円相当額を控除するとい

うような方式ではありません（措令37の5 1 ・39の94 1 ）。 

Q3―3: [1次会と2次会の費用]
飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、

飲食等が1次会だけでなく、2次会等の複数にわたって行われた場合

には、どのように取り扱われるのでしょうか。 

A3―3: 1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合に

おいても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき（例

えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど）には、それぞれの

行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判

定を行って差し支えありません。 

しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められる

とき（例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわ

らず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っ

ていると認められるときなど）には、その行為の全体に係る飲食費を基礎

として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになり

ます。 

Q3―4: [支出する費用に係る消費税等の額]
飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、

その「支出する金額」に係る消費税等の額はどのように取り扱われる

のでしょうか。 

1人当たりの金額 ÷ ＝
飲食等のために要する
費用として支出する金額( ) 飲食等に参加

した者の数( )
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◎ブルドッグウォータ オフィス移転のお知らせ

この度、ブルドッグウォータはお客様によりきめ細かなサービスを提供させて頂くため、

オフィスを移転することになりました。新オフィスでの業務開始は7月10日です。

[交通案内]
◎新宿から…京王新線で「幡ヶ谷」駅下車。→「幡ヶ谷駅から」
◎渋谷から…京王井の頭線「明大前」駅で京王新線に乗り換え、「幡ヶ谷」駅下車。→「幡ヶ谷駅から」
◎大手町から…都営三田線、東京メトロ半蔵門線「神保町」駅で都営新宿線「笹塚行き」に乗り換え、

「幡ヶ谷」駅下車。→「幡ヶ谷駅から」

◎幡ヶ谷駅から…北口から出て甲州街道を初台方面に徒歩2分。六号通り商店街、エネオスを過ぎて1Fに
カフェ（DETOX）が入っているビルの6F。

＊お電話下さればご案内致します。
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平成18年4月1日以後に支出するものから適用されるという理解でよ

いのでしょうか。

 

A5―2: 法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、損金

不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費

が一定の要件の下で除外されましたが、その適用関係については、法

人の平成18年4月1日以後開始する事業年度分又は連結事業年度分

の法人税について適用されることとされていますので（改正法附則102）、

結果として、当該事業年度又は連結事業年度が開始している法人の

支出する飲食費が対象とされることとなります。 

したがって、その法人の事業年度等を基礎とした適用関係となり、飲

食費の支出ベースでの適用関係とはなりませんので、平成18年4月1

日以後に支出をした1人当たり5,000円以下の飲食費については、そ

の支出をした日の属する事業年度等が平成18年4月1日前に開始し

た事業年度等である法人の場合には、交際費等の範囲から除外する

ことはできません。 

いて、「○○会社・○○部、○○○○（氏名）部長他10名、卸売先」と

いう表示であっても差し支えありません。 

また、その保存書類の様式は法定されているものではありませんので、

記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式で作成して差し支えあり

ません。 

なお、一の飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記

載すること、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠

ぺい又は仮装に当たりますのでご注意ください。 

  5. その他

 

Q5―1: [申告書別表十五等の記載の仕方]
＊省略

Q5―2: [事業年度ベースの適用時期]
損金不算入となる交際費等の範囲から除かれることとなった飲食費は、

読者の皆様。この度ブルドッグウォータはお客様へのより充実したサポート体制を構築するため、オフィスを

移転することになりました。新オフィスは京王新線の幡ヶ谷駅から歩いて約2分。1Fにはおしゃれなカフェ

が入っていて、なかなかおいしいランチが楽しめます。引っ越したらオフィスでブルドッグを飼おうという話が

持ち上がっていますが、残念ながら世話をする人がいないのでお釈迦になりそうです。それではまた来月。（な）

編集後記

会計の世界の言葉って何を言っているのかわからなくなることがあり

ますよね?それは税務の世界で使う言葉と会計の世界で使う言葉が

まざったりしてるからなんです！

例えば、“利益”と“所得”という言葉があります。どちらとも聞いたこ

とあると思います。似ているようですが、何か違うのでしょうか?

実際、この２つは違うのですが、違いを計算式で示してみたところで、

あまり意味がないので、この2つの言葉の意味をお伝えしましょう。

“利益”は経営者が会社の経営によって、お金が生み出されたのか、

なくなったのかを把握するための言葉です。株主も使います。“所得”

は税務署が会社から税金をとるために使う言葉です。

所得の場合には、利益と違って、税金徴収のためだけの調整項目が

加えられているのです。ですから、会社の経営を考える時に、「自社の

所得が○○だから、」といった表現はかっこ悪いのです。「自社の利

益が○○だから、」といった表現がかっこいいでしょう。

もちろん、税金額は無視できませんので、所得を元に計算する税金を

加味して最終の利益を考えますが、頭の中は“所得”ありき、ではなく、

“利益”ありきで発想するのがよさそうです。

この“利益”と“所得”は、ずれることがあります。やっかいです。

例えば、調整項目という項目の中に交際費があります。ある社長は飲

みニケーションによる営業で毎日3万円の交際費がかかっていたとし

ます。案件取るのにかかってるんだからこれは全額経費と考えるのが、

“利益”を中心とした考え方です。“所得”を中心に考えると、つまり

税金の視点で考えると、これは全額費用にできないので、調整項目

に損金不算入というのが登場します。

“利益”だけで考えていると、損金不算入がたくさんあって、実はびっ

くりするくらい税金がかかったということになりかねないので、注意が

必要です。ですが、あくまでも、“所得”は税金を考える時のみに使

います。

皆さん、税理士と話す時には、“所得”と言っているか“利益”と言っ

ているかに注意してみましょう。税理士が何を中心に話してるかがわ

かりますよ。（も）

今月の物知り博士 税理士の言葉？経営者の言葉？
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